
１２期　(令和５年１０月１日～７年９月３０日）

氏
ふり

　　　名
がな

所　　属　　・　　役　　職

今井
いまい

　陽子
ようこ

弁護士法人東町法律事務所　弁護士

公 瓦井
かわらい

　博子
ひろこ

兵庫県医師会　常任理事

益 小林
こばやし

　由佳
ゆか

株式会社神戸新聞社　論説委員

代 櫻庭
さくらば

　涼子
りょうこ 一橋大学大学院　法学研究科　教授

神戸大学大学院　法学研究科　名誉教授

表 西村
にしむら

　悦子
えつこ

神戸大学大学院　海事科学研究科　教授

松尾
まつお

　俊彦
としひこ

大阪商業大学　総合経営学部　主任教授

労 岩﨑
いわさき

　和人
かずと

JAM山陽　書記長 6.1.22就任

働 上月
こうづき

　章司
しょうじ 電機連合兵庫地方協議会　議長

三菱電機労働組合姫路支部　執行委員長

者 小西
こにし

　啓介
けいすけ

日本基幹産業労働組合連合会 兵庫県本部　事務局長

代 中西
なかにし

　織絵
おりえ

UAゼンセン兵庫県支部 次長

表 那須
なす

　健
つよし

日本労働組合総連合会兵庫県連合会　事務局長

森山
もりやま

　政行
まさゆき 私鉄総連兵庫ブロック協議会　議長

山陽電気鉄道労働組合 執行委員長

使 大矢
おおや

　悦子
えつこ 尼崎経営者協会　副会長

尼崎ホテル開発株式会社　代表取締役社長

用 岸
きし

　敏幸
としゆき

兵庫県経営者協会　専務理事

者 瀬川
せがわ

　里
さとし

志 兵庫県中小企業団体中央会　専務理事

代 立花
たちばな

　義隆
よしたか 姫路経営者協会 副会長

山陽特殊製鋼株式会社　執行役員　人事・労政部長

表 山本
やまもと

　清美
きよみ

アンサー株式会社　代表取締役社長

渡辺
わたなべ

　真二
しんじ

早駒運輸株式会社　代表取締役社長

（５０音順）

兵庫地方労働審議会委員名簿
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厚生労働省組織令 

(平成十二年六月七日) 

(政令第二百五十二号) 

内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)及び厚生労働省設置法

(平成十一年法律第九十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

第百五十六条 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとす

る。 

(地方労働審議会）  

第百五十六条の二  都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。  

２  地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法 、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労

働安全衛生法 、作業環境測定法 （昭和五十年法律第二十八号）、賃金の支払の確保等に関する法律 

（昭和五十一年法律第三十四号）、職業安定法 、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律 （昭和六十年法律第八十八号。第四十四条、第四十五条及び第四十七条の規

定に限る。）、港湾労働法 （昭和六十三年法律第四十号）及び家内労働法 の施行並びに公共職業安定

所の業務に関する重要事項を調査審議すること。  

二  前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関（家内労働法の施行に関す

る重要事項にあっては、都道府県労働局長）に意見を述べること。  

三  労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定により

その権限に属させられた事項を処理すること。  

３  厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、

関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関す

るものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議

し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。 

４  前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令（平

成十三年政令第三百二十号）の定めるところによる。  
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地方労働審議会令 

                                （平成十三年九月二十七日） 

（政令第三百二十号） 

内閣は、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

（名称） 

第一条 地方労働審議会（以下「審議会」という。）には、当該都道府県労働局の名を冠する。 

 

（組織） 

第二条 審議会は、委員十八人で組織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

 

（委員等の任命） 

第三条 委員は、労働者（家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第二条第二項に規定する家内労働者を含

む。以下同じ。）を代表する者、使用者（同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。）を代表する者及

び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。 

２ 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道

府県労働局長が任命する。 

３ 専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。 

 

（委員の任期等） 

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。 

４ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

５ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとす

る。 

６ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

 

（会長） 

第五条 審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。 

 

（部会） 

第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
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２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数

の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。 

４ 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、当該部会に属する

委員及び臨時委員が選挙する。 

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があ

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会（その部会長が委員であるものに限る。）の議決をもって審議

会の議決とすることができる。 

 

（最低工賃専門部会） 

第七条 家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会（以下「最低工賃専門部会」と

いう。）に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

２ 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 

３ 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。 

４ 前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。 

 

（議事） 

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員（労働者を代表す

る委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。）、使用者関係委員（使用者

を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。）及び公益関係委

員（公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。）の各三分の一

以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

３ 前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 

 

（庶務） 

第九条 審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。 

 

（雑則） 

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

 

附 則 

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年七月七日政令第一八五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。 
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令 和 ４ 年 ２ 月 2 2 日 
兵 庫 地 方 労 働 審 議 会 

 
兵庫地方労働審議会運営規程 

 
第１条 兵庫地方労働審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、厚生労働省組織

令（平成 12 年政令第 252 号）第 156 条の２及び地方労働審議会令（平成 13 年

政令第 320 号。以下「審議会令」という。）に定めるもののほか、この規程の定

めるところによる。 
 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、労働局長の請求があったとき、会長

が必要があると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求があったときに会長

が招集する。 
２  審議会は、前項の規定にかかわらず、最低工賃の決定又はその改正の決定につ

き、地方労働審議会令第７条に規定する最低工賃専門部会（以下「最低工賃専門

部会」という。）に調査審議を求める諮問の場合にあっては、労働局長から会長あ

て諮問文を発出することをもって、会議の招集に代えるものとする。 
３  労働局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時

を明らかにしなければならない。 
４  会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少な

くとも７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通知しなけれ

ばならない。 
 
第３条 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声

の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステ

ムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することがで

きる。 

２  テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８条第

１項及び第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定する会議へ

の出席に含めるものとする。 

３  委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その

旨を会長に通知しなければならない。 
 
第４条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとす

る。 
３  審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 
 
第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護

に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 
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第６条 審議会の議事については、議事録を作成する。 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益

が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資

料の全部又は一部を非公開とすることができる。 
３  議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 
第７条 第２条から第６条までの規定（第２条第２項を除く）は、審議会令第６条に規

定する部会（以下「部会」という。）及び最低工賃専門部会について準用する。こ

の場合において、「会長」とあるのは「部会長」、また「委員」とあるのは「委員

及び臨時委員」と読み替えるものとする。 
  
第８条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議

決書をその都度労働局長に送付しなければならない。 
２  審議会は、厚生労働省組織令第 156 条の２第２項第２号の規定により関係行政

機関に建議したときは、その写しを労働局長に送付しなければならない。 
 
第９条 審議会に、次の部会を置く。 
   一 労働災害防止部会 
   二 家内労働部会 
   三 港湾労働部会 

２ 一 前項第一号の部会は、労働災害の防止に関する専門の事項を審議する。 
   二 前項第二号の部会は、家内労働に関する専門の事項（家内労働法第 21 条第

１項の規定により最低工賃専門部会が所掌する事項を除く。）を審議する。         
   三 前項第三号の部会は、港湾労働に関する専門の事項を審議する。 
 
第 10 条 前条に規定する部会（その部会長が委員であるものに限る）又は最低工賃専門

部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議

決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会

の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 
 

２  最低工賃専門部会については、家内労働法第９条第２項の規定に基づく審議会

の意見に関する異議の申出がなかった場合には、その時点で廃止する。 
 
第 11 条 臨時委員及び専門委員は、審議会令第４条第４項及び第５項に規定する場合の

ほか、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げ

ない。 
 
第 12 条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関し

必要な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 
 
第 13 条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 
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 附 則（平成 13 年 10 月１日） 

この規程は、平成 13 年 10 月１日から施行する。 

 

 附 則（平成 14 年３月 12 日） 

この規程は、平成 14 年３月 12 日から施行する。 

 

附則（平成 14 年 12 月５日） 

この規程は、平成 14 年 12 月５日から施行する。 

 

附則（平成 24 年 11 月７日） 

この規程は、平成 24 年 11 月７日から施行する。 

 

附則（令和３年 11 月 12 日） 

この規程は、令和３年 11 月 12 日から施行する。 

 

 附則（令和４年２月 22 日） 

  この規程は、令和４年２月 22 日から施行する。 
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（５０音順）

兵庫地方労働審議会労働災害防止部会委員名簿

公
益
代
表

労
働
者
代
表

使
用
者
代
表
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　　　　　　　　　　　　　　　兵庫労働局

委　　員 今井
い ま い

　陽子
よ う こ

弁護士法人東町法律事務所　弁護士

臨時委員 梅野
う め の

　巨利
な お と し

大阪商業大学　総合経営学部 教授

臨時委員 岡崎
おかざき

　利美
と し み

追手門学院大学　経営学部　准教授

委　　員 中西
なかにし

　織絵
お り え

ＵＡゼンセン 兵庫県支部　次長

臨時委員 三村
み む ら

 敏
さとし

播州労働組合連合会　書記長

臨時委員 森田
も り た

 直樹
な お き 日本労働組合総連合会兵庫県連合会

副事務局長

委　　員 瀬川
せ が わ

　里
さ と

志
し

兵庫県中小企業団体中央会　専務理事

臨時委員 藤嶋
ふ じ しま

　純子
じ ゅ ん こ 株式会社フジ・データ・システム

代表取締役社長

臨時委員 鷲尾
わ し お

　吉正
よ し ま さ 兵庫県靴下工業組合　理事長

かこっとん株式会社　代表取締役

※　五十音順

第12期 兵庫地方労働審議会家内労働部会委員名簿

区
分

委員又は臨
時委員の別

氏　名 現　　　　職　　　　名

公
益
代
表

家
内
労
働
者
代
表

委
託
者
代
表

備　　考 任命期間：令和7年9月30日まで
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専門部会報告様式 

令和５年度兵庫地方労働審議会家内労働部会議事要旨 
整理番号 

 

開催年月日 令和６年２月１日 開催場所 
兵庫労働局 第３共用会議室 
（神戸市中央区東川崎町１－１－３

神戸クリスタルタワー１６階） 

出

席

委

員

数 

公益代表 ３ 
議   題 

「兵庫県釣針製造業最低工賃につい

て」ほか 

労働者 
代 表 ３ 

採

決

状

況 

区   分 賛成 反対 保留 欠席 

公益代表 ３    

使用者 
代 表 ３ 

労働者代表 ３    

使用者代表 ３    

次回開催予定年月日 未 定  

 
議 
 
 
 
 
事 
 
 
 
 
要 
 
 
 
 
旨 
 

1. 定足数の充足 
 ９名全員出席により、定足数を充足していることが確認された。 
 

2. 部会長の選任等 
 部会長に今井委員、部会長代理に梅野委員が選出された。 

 
3. 家内労働対策について 

 事務局より、兵庫県内の家内労働の概況等を報告した。 
 

4. 兵庫県釣針製造業最低工賃について 
 事務局から兵庫県釣針製造業に関する家内労働実態調査結果（最低工賃の設定

業務に係る委託者数、家内労働者数に大きな変動はないこと、支払い工賃額につ

いても大幅な増加は認められず、設定最低工賃額との大幅な乖離もないこと。一

方で最低工賃設定業務について一定数の従事家内労働者が認められることから、

廃止を検討する必要性がないこと。）を説明し、兵庫県釣針製造業最低工賃の改正

諮問・廃止について見送りを提案した。 
 兵庫県釣針製造業最低工賃改正・廃止について審議が行われた結果、労側から

昨今の物価上昇などを鑑みると、今後、事務局には工賃額の改正にあたっての情

報収集をしてほしいという意見はあったが、今年度については改正諮問・廃止の

見送りという意見で公労使３者の合意により了承された。 
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兵庫地方労働審議会 港湾労働部会委員名簿 
兵庫労働局  

 
区分  委員名 所属・役職名 

労
働
者
代
表
委
員 

臨時委員 大
おお

石
いし

浩
こう

二
じ

 神戸港湾労働組合連合会 副書記長 

臨時委員 榮
さ か え

 恵
け い

輔
す け

 神戸港湾労働組合連合会 会計  

臨時委員 碓
うす

 氷
い

 良
りょう

 介
すけ

 
全日本港湾労働組合 関西地方神戸地区協議会 

議長 

臨時委員 飛
とび

 田
た

 雄
ゆう

 一
いち

 
全日本港湾労働組合 関西地方神戸地区協議会 

副議長 

臨時委員 和
わ

 田
だ

 文
ふみ

 男
お

 全日本海員組合関西地方支部 地方支部長代行 

使
用
者
代
表
委
員 

臨時委員 錦 織
に し ご り

 一 男
か ず お

 日本包装運輸 株式会社 代表取締役社長   

臨時委員 松 永
ま つ な が

 透
とおる

 株式会社 住友倉庫 執行役員 神戸支店長  

臨時委員 田
た

   中
なか

    孝
たかし

 神戸サンソー港運 株式会社 代表取締役社長 

臨時委員 川
かわ

 﨑
さき

 眞
まさ

 裕
ひろ

 神菱港運 株式会社 代表取締役社長 

臨時委員 細 見
ほ そ み

 繁
しげる

 株式会社 トーヨー・シーエス 代表取締役 

公
益
代
表
委
員 

委  員 
部会長

松
まつ

 尾
お

 俊
とし

 彦
ひこ

 
大阪商業大学 総合経営学部商学科 主任教授 

臨時委員 田
た

  中
なか

  康
やす

  仁
ひと

 流通科学大学 商学部 教授 

委  員 
部会長代理

西
にし

 村
むら

 悦
えつ

 子
こ

 
神戸大学 大学院 海事科学研究科 教授 

臨時委員 渕
ふ ち

 真
ま さ

輝
き

 神戸大学 大学院 海事科学研究科 准教授 

委  員 今
いま

 井
い

 陽
よう

 子
こ

 弁護士法人東町法律事務所 弁護士 

専
門
委
員 

専門委員 臼 井
う す い

 謙
の り

彰
あき

 神戸運輸監理部長 

専門委員 白 川
し ら か わ

 智 子
と も こ

 兵庫県産業労働部次長 

専門委員 長谷川
は せ が わ

   憲
のり

 孝
たか

 神戸市港湾局長 

  

R6.1.25

新任 
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令和５年度兵庫地方労働審議会港湾労働部会議事要旨 
 

整理番号 
 

開催年月日 令和６年１月３０日 開催場所 
 
兵庫労働局１５階 第一共用会議室 
 

出

席

委

員

数 

公益代表 5 
議   題 

１ 部会長の選任について 
２ 神戸港の港勢について 
３ 神戸港における港湾労働者の現状に

ついて 
４ 港湾雇用安定等計画（案）について 
５ その他 

労働者 
代 表 5 

採

決

状

況 

区   分 賛成 反対 保留 欠席 

公益代表     

使用者 
代 表 5 労働者代表     

使用者代表     

次回開催予定年月日  

 
議 
 
 
 
 
事 
 
 
 
 
要 
 
 
 
 
旨 
 

定足数の充足 
  １５名中１５名の出席により、定足数に充足していることが確認された。 
 

１ 部会長の選任について 

第 12 期兵庫地方労働審議会港湾労働部会長に公益代表委員の松尾委員が選任された。 

また、部会長から公益代表委員の西村委員が部会長代理として指名された。 

 

２ 神戸港の港勢について 

  神戸市港湾局より資料に基づき、令和５年１月から１０月までの神戸港の港勢について 
説明があった。 

 

３ 神戸港における港湾労働者の現状について 

  事務局より、最近における労働市場（令和５年１１月内容）及び港湾労働関係指標（令和

３年度～令和５年度）について説明を行った。 
    
４ 港湾雇用安定等計画（案）について 

  厚生労働省建設・港湾対策室より、港湾雇用安定等計画（案）について説明があった。 

 

  各委員から計画（案）についての意見 

・計画（案）の記述で高齢者や若年者とは、何歳をイメージしているのか欄外にでも 

記載してもらえれば内容が分かりやすくなるのではないか。 

・計画（案）「若年者・女性・高年齢者等の幅広い人材の活躍促進を・・・」の記述に 
ついて、ここでの高年齢者は新規に雇入れるというよりは、ベテランの労働者が継続 
的に活躍する場を提供するという印象を持つので、一括りの表現ではないような記述 
の仕方があっても良いのではないか。 

   ・計画（案）の中に、港湾労働者の技術や技能の高度化というこれからの将来をイメー 
ジする言葉や、技術革新とはこういうものだという具体的な表現がないと、理解され 
ないのではないか。 
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５ その他 

議題３で説明のあった港湾労働関係指標について、資料の年齢構成が６０歳で区切り６１

歳以上となっているが、２０２５年から港湾業界では、ほぼ６５歳定年となるので、６５

歳までとそれ以上（６６歳以上）と分けた形で、今後の年齢構成統計を取りまとめたほう

が、実態としてのデータがとりやすいのではないか。 
 

 




